
半田市低入札価格調査実施要綱 

（目的） 
第１条 この要綱は、半田市が発注する建設工事（以下「工事」という。）において、地方自治
法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第１項に規定する方法で落札
者を決定する場合の低入札価格調査（以下「価格調査」という。）について必要な事項を定め
るものとする。 

（対象工事） 
第２条 価格調査の対象とする工事は、制限付き一般競争入札に付す工事とし、その決定は、
半田市指名審査会（以下「審査会」という。）において行うものとする。 

（調査基準価格） 
第３条 価格調査を行う場合の調査基準価格（以下「基準価格」という。）は、予定価格（税
抜きの額とする。以下同じ。）算出の基礎となった次に掲げる額の合計とする。ただし、その額が
予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあっては、１０分の９．２を乗じて
得た額とし、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に満たない場合にあっては、１０分の
７．５を乗じて得た額とする。 
（１）直接工事費の額に１０分の９．７を乗じて得た額 
（２）共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額 
（３）現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額 
（４）一般管理費の額に１０分の６．８を乗じて得た額 

２ 基準価格を算定したときは、当該価格を低入札調査基準価格調書（様式第１）に記載す
るものとする。 

（基準価格の公表） 
第４条 工事発注課（以下「発注課」という。）及び入札事務担当課（以下「入札担当課」と
いう。）は、基準価格を設定したとき、入札公告等により入札参加者へ周知するものとする。 

２ 入札担当課は、落札者決定後、基準価格を入札執行調書により速やかに公表するものとす
る。 

（価格調査の実施） 
第５条 開札の結果、基準価格を下回る申込価格での入札（以下「低入札」という。）があった
場合、入札担当課は、落札候補者を決定するため、低入札を行った者のうち最も金額が低い者



又は総合評価における評価値が最も高い者（以下「調査対象者」という。）に対し、直ちに低
入札価格に関する調書（様式第２）の提出を求め、次の事項について発注課とともに事情聴
取等の調査を行うものとする。 
（１）その価格により入札した理由及び入札価格の内訳 
（２）手持ち工事の状況 
（３）手持ち資材の状況 
（４）手持ち機械の状況 
（５）資材購入先及び購入先と入札者の関係 
（６）労務者の確保及び下請業者の利用計画 
（７）過去に施工した公共工事及びその工事成績 
（８）経営状況（必要に応じ、取引金融機関、保証会社等へ照会） 
（９）信用状況（建設業法違反の有無、賃金不払いの状況等） 
（10）その他必要な事項 
２ 前項の調査を行った場合、入札担当課は、落札候補者となる調査対象者について低入札価
格調査報告書（様式第３）を作成し、審査会へ意見を求めるものとする。 

（落札者の決定） 
第６条 審査会における審議の結果、当該契約の履行が確保できると認めた場合は、当該調査
対象者を落札者に決定するものとし、当該契約の履行が確保できないと認めた場合は、予定価
格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、次の順位の入札をした者又は総合
評価における評価値が次に高い者（以下「次順位者」という。）を落札者に決定するものとす
る。 

２ 次順位者が低入札に該当したときは、前２条及び前項の規定を準用する。 
（入札参加者への通知） 

第７条 入札担当課は、前条の規定により落札者が決定した場合、その旨を「あいち電子調達共
同システム(CALS/EC)」により当該入札参加者に通知するものとする。 

（工事の施工管理等） 
第８条 発注課等は、低入札を行った者が落札者となった場合、次の措置を講ずるものとする。 
（１）施工計画書等が提出されたときは、必要に応じ、落札者に対して事情聴取を行う。 
（２）工事を施工するに当たっては、監督及び検査業務を強化する。 

（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、必要に応じ審査会において定める。 



附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２９年４月１１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



○年 ○月 ○日

印 印 印

○○○○工事（○○町○丁目地内）

表

裏

低入札調査基準価格調書

低入札調査基準価格調書封筒



様式第２（第５条関係）                      

  年  月  日 

低 入 札 価 格 に 関 す る 調 書

開 札 日    年   月   日

入 札 額 円（税抜き）

工 事 名

工事発注課

会 社 名
代 表 者
連 絡 先

印

（       ）  ―

担 当 者



様式第２ 別紙１

（１）当 該 価 格 で 入 札 し た 理 由

（注） １．当該価格で入札した理由を労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持

ち機械の状況、資材購入先及び購入先との関係、下請業者等の協力等の観点から

記載すること。 

２．入札価格の積算内訳書を添付すること。 

※率計算を用いて積算した経費については、その内訳が分かる資料を添付するこ

と。



様式第２ 別紙２

（２）手持ち工事の状況

工 事 名

（施工場所）
発注者 工 期

請負金額

（税抜き）
備 考

（記入例）

市道○○線道路改良工事

（○○市△△町地内   ）

○○市

H21. 6. 1 

～ 

H21.10.31

5,000,000 円

（           ）

（           ）

（           ）

（           ）

（           ）

（           ）

（           ）

（           ）

（           ）

（注） １．開札時点において、知多半島内における対象工事の同種又は同類の手持ち工事で契

約金額が500万円以上のものについて記入すること。 

※記載した工事については、契約書の写しを添付すること。 

２．手持ち工事がない場合は、「該当無し」と記入すること。



様式第２ 別紙３

（３）手持ち資材の状況

品  名 規格・形式 単位 手持ち数量
本工事での

使用予定量

不足数量の

調達方法

（記入例）

道路側溝

JIS 規格品

PU3-250 個 40 50 追加購入

（注） １．当該工事で使用予定の資材を記入すること。 

※資材(規格・数量)を確認できる写真を添付すること。 

２．対象の手持ち資材がない場合は、「該当無し」と記入すること。 



様式第２ 別紙４

（４）手持ち機械の状況

機械名称 規格・形式・能力・年式 単位 数量 メーカー名 現在の利用状況

（記入例）

バックホー

全旋回・搭乗式

平成○○年式
台 １ ○○社製 使用中

（注） １．当該工事で使用予定の手持ち機械の状況を記入すること。 

※機械を所有していることを証明する資料を添付すること。 

２．対象の手持ち機械がない場合は、「該当無し」と記入すること。 



様式第２ 別紙５

（５）資材購入先及び購入先と入札者の関係 

資材名称 品質・規格 単位 数量

購入先名（予定）

業者名 所在地
入 札 者

との関係

（記入例）

アスファルト
密 粒 100 （株）○○資材 ○○市 協力会社

（注） １．当該工事で使用予定の資材について記入すること。 

※価格設定の根拠となる見積書等を添付すること。 

２．所在地は市区町村名を記入すること。

３．「入札者との関係」欄には購入先となる業者との関係があれば記入すること。 

（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等



様式第２ 別紙６

（６－１）労務者の確保計画 

工 種 職 種 時間単価 人 員 数
下請会社との関係

（下請会社名等）

（記入例１）

土 工
普通作業員 1,000 円 自社労務者  50 ―

（記入例２）

土 工
普通作業員 900 円 下請労務者  10 協力会社

（有）○○土木

（注） １．「人員数」欄には、自社労務者と下請け労務者と区分し記入すること。 

※下請労務者に関しては、時間単価設定の根拠となる見積書等を添付すること。 

２．「下請会社との関係・下請会社名等」欄には、下請会社及び下請会社との関係も

明記すること。 

３．施工体制台帳を添付すること。



様式第２ 別紙７

（６－２）下請業者の確保計画 

会 社 名

（所 在 地）

建設業の許可
工事内容

下請金額

（税抜き）建設業種 許可番号

（記入例）

（株）○○工業

（○○市○○町    ）

土木一式 ○○○ 道路側溝布設作業 3,000,000 円

（          ）

（          ）

（          ）

（          ）

（          ）

（          ）

（          ）

（          ）

（          ）

（注） １．一次下請け予定業者について記入すること。 

※下請金額を確認できる見積書等を添付すること。 

２．「会社名（所在地）」欄の所在地は市区町村までを記入すること。 

３．一次下請予定業者が無い場合は、「該当無し」と記入すること。



様式第２ 別紙８

（７）過去に施工した公共工事及びその工事成績 

発 注 者 工 事 名

工事

成績

（点）

工期
契約金額

（税抜き）
備 考

（記入例）

○○市
○○道路改良工事 75 

H20. 6. 1 

～ 

H20.11.30

55,000,000 円

（注） １．当該入札の開札日を起点として過去３年間に施工した契約金額５千万円以上の公共工

事について記入すること。 

※各工事の工事成績状況が確認できる工事成績評定書等を添付すること。

２．低入札価格調査の対象となった案件には、「備考」欄に「低入札」と記入すること。



様式第２ 別紙９

（８）経営状況 

取引金融機関（代表）

公共工事における受注残額           円（   契約分）

同種工事の経営事項審査評価点（最新）

（審査基準日：  年 月 日）
（工種） 点

（注） １．取引金融機関は年間の取引額が最も多い金融機関名を記入すること。 

２．受注残額は当該入札の開札時点における受注残額を記入すること。 

※対象となる工事について契約書の写しを添付すること。 

３．最新の経営事項審査に添付した書類の内、「審査基準日直前１年間の財務諸表等」

を添付すること。 

（９）信用状況 

建設業法違反の有無 有  ・  無
（有の場合）

    年  月

下請業者への賃金不払いの有無 有  ・  無
（有の場合）

    年  月

（注） １．建設業法違反については、当該入札の開札日を起点として、過去１年間の状況につい

て記入すること。 

２．賃金不払いの有無については、当該入札の開札日を起点として、過去１年間の状況に

ついて記入すること。



様式第３（第５条関係）                      

    年  月  日 

低 入 札 価 格 調 査 報 告 書

開 札 日    年   月   日

工 事 名

（工事場所） （                        ）

工事発注課

入 札 額 円（税抜き）

調査基準価格 円（税抜き）

（調査対象者）
会 社 名
代 表 者

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

実施日時
  年  月  日

午前・午後   時  分～   時  分

実施場所

出 席 者

調査対象者
※ﾋｱﾘﾝｸﾞ出席者

市 関 係 者

調査結果



様式第３ 別紙１

調 査 結 果 

調査項目 調査内容 判定基準 
判定 

結果 

仕様等 

内訳書の積算項目について 
内訳書において積算漏れがあった場合は、不適

格とする。但し、軽微なもの等は除く。 

内訳書における積算数量に

ついて 

指定した数量が満たされていない場合は、不適

格とする。但し、軽微なものは除く。 

設計図書における特記事項

について 

特記事項が積算に反映していないものは、不適

格とする。但し、軽微なものは除く。 

施工方法について 指定工法からの逸脱は、不適格とする。  

直 接 

工事費 

資材単価について 
見積書等により価格設定の根拠が確認できない

場合は、不適格とする。 

労務単価について 
最低賃金を下回る設定をしている場合は、不適

格とする。 

機械損料等について 
算定根拠が提出資料等で確認できず不明確な場

合は、不適格とする。 

下請業者への発注について 

積算内容に下請業者の見積金額が適正に反映さ

れていない場合は、不適格とする。 

下請業者の見積書等においての工事内容（工法、

数量等）が明確でない場合は、不適格とする。 



様式第３ 別紙２

調査項目 調査内容 判定基準 
判定 

結果 

共 通 

仮設費 

指 定 仮 設

等 の 経 費

について 

資材単価につ

いて 

見積書等により価格設定の根拠が確認できない

場合は、不適格とする。 

労務単価につ

いて 

最低賃金を下回る設定をしている場合は、不適

格とする。 

機械損料等に

ついて 

算定根拠が提出資料等で確認できず不明確な場

合は、不適格とする。 

下請業者への発注について 

積算内容に下請業者の見積金額が適正に反映し

ていない場合は、不適格とする。 

下請業者の見積書等においての工事内容（工法、

数量等）が明確でない場合は、不適格とする。 

率計算を用いる経費につい

て 

提出資料等で経費の合理的な削減が確認できな

い場合は、不適格とする。 

現 場 

管理費 
経費の積算について 

提出資料等で経費の合理的な削減が確認できな

い場合は、不適格とする。 

一 般 

管理費 
経費の積算について 

設計金額に比べ相当程度低いと認められる場合

において、積算額に合理的な理由が認められな

い場合は、不適格とする。 

施 工 

体 制 
施工体制台帳について 

建設業法に基づく適正な技術者の配置等が確認

できない場合は、不適格とする。 



様式第３ 別紙３

調査項目 調査内容 判定基準 
判定 

結果 

経営及び

信用状況 

経営状況について 
信用調査機関等への調査により、経営状況に問

題がある場合は、不適格とする。 

信用状況について 
提出資料及び関係機関等への調査により、信用

状況に問題がある場合は、不適格とする。 

（注）
１．判定結果の欄へ適格と判定した場合は「○」、不適格と判定した場合は「×」を記

入すること。 


